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連 結 注 記 表 
 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数  ６社 

主要な連結子会社の名称 

日産東京販売㈱、エヌティオートサービス㈱、㈱車検館、エースビジネスサービス㈱、 

東京日産コンピュータシステム㈱ 他 

なお、連結子会社であった東京日産自動車販売㈱および日産プリンス西東京販売㈱は、当連

結会計年度において日産プリンス東京販売㈱（社名を日産東京販売㈱に変更）を存続会社とす

る吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。 

また、連結子会社であったＧＴＮＥＴ㈱は、当連結会計年度において資本業務提携を解消し

たことに伴い当社が保有する全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

葵交通㈱ 他２社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称 

該当ありません。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等 

主要な会社等の名称 

① 非連結子会社 

葵交通㈱ 他２社 

② 関連会社 

該当ありません。 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社は、いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持

分法の適用から除外しております。 
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３．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの････時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は主として総平均法により算定） 

市場価格のない株式等･･････････････主として総平均法による原価法 

② 棚卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

商品（新車・中古車・コンピュータ）、仕掛品（システム導入関連） 

････個別法 

商品（修理部品・部品)、仕掛品（修理部品・部品・整備関連）、貯蔵品 

････最終仕入原価法 

③ デリバティブ････時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物（その附属設備を含む）及び構築物については主として定額法、その他の有形固定資産

については主として定率法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

④ 長期前払費用 

主として均等償却を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社は、退任時の株価に連動し退任時に支給する株価連動型報酬制

度の規程に基づく将来の支給見込額を計上しております。 

④ 関係会社投資等損失引当金 

関係会社への投資、債権額及び債権額を超える債務超過額に係る損失に備えるため、関係会

社の財政状態を勘案して計上しております。 
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(4) 収益及び費用の計上基準 

当社グループの主要な事業である「自動車関連事業」及び「情報システム関連事業」における

顧客との契約から生じる収益に関する履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点

（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

なお、その他の事業は主に不動産事業であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であり

ます。 

① 自動車関連事業 

主な内容は、新車販売、中古車販売及び整備事業であります。 

新車販売では車両の仕入れを行い販売しております。取引価格は顧客との契約に係る価格

で算定しており、車両を引き渡した時点で収益を認識しております。 

中古車販売では新車販売時の下取車両及びオークションにより仕入れた車両を販売してお

ります。取引価格は顧客との契約に係る価格で算定しており、オークション販売については落

札時に収益を認識しております。 

整備事業では、車両の整備、点検、車検等のサービスを提供しております。取引価格は料金

表に基づいており、作業完了時点で収益を認識しております。また、長期間にわたる車検及び

点検のメンテナンスパック商品などの対価については、契約時に支払いを受けております。取

引価格は料金表に基づいており、主にサービスの履行に応じて収益を認識しております。 

② 情報システム関連事業 

主な内容は、ハードウェア、ソフトウェア等の製品の販売及び保守サービス、マネージドサ

ービス事業であります。 

製品販売ではハードウェア、ソフトウェア等の製品の仕入れを行い販売しております。これ

らの製品販売に必要な導入支援サービスを併せて提供する場合には、顧客が当該製品を検収

した時点で収益を認識しております。また、国内販売において製品単体の納品や簡易的なキッ

ティング作業のみで当社が動作確認を行い出荷する製品については、出荷時点で収益を認識

しております。 

保守サービス、マネージドサービス事業では、製品販売に伴い発生する保守についてのサー

ビス提供やデータセンターなどのマネージドサービスの提供を行っております。これらのサ

ービス提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経

過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務を提供する期間にわたり収益を認識してお

ります。 

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項 

① 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。 

② 退職給付に係る会計処理の方法 

・退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。 

・数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

・未認識数理計算上の差異の会計処理方法 

未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計

額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。 

・小規模企業等における簡便法の採用 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 
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③ のれんの償却方法及び償却期間 

20年間以内で均等償却を行うこととしております。 

④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社及び一部の国内連結子会社は翌連結会計年度の期首より、連結納税制度からグループ通算

制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第

８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて

単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移

行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の

取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年

２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税

法の規定に基づいております。 

なお、翌連結会計年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地

方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用

する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適

用する予定であります。 
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（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移

転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとし

ております。 

これにより、連結子会社の新車販売における収益認識時期について、従来は車両の登録時として

おりましたが、お客さまへの引渡時に変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影

響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し

ております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より

前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡

及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結

会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条

件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減してお

ります。 

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」の

「その他」に含めて表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」と

して表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前

連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、

売上高は839百万円増加、売上原価は758百万円増加、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ81百万円増加しております。 

また、当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等

変動計算書の利益剰余金の期首残高は447百万円減少しております。 

なお、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計

基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品

に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱い

に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしており

ます。これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前１ヶ月

の市場価格の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、期末決算日の市

場価格に基づく時価法に変更しております。 

なお、連結計算書類に与える影響は軽微であります。 
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（表示方法の変更） 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において独立掲記していた「営業外費用」の「車両運搬具評価損」（当連結会計年

度32百万円）は、金額的重要性が減少したため、当連結会計年度より「雑損失」に含めて表示してお

ります。 

 

 

（追加情報） 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、当社従業員及びグループ会社従業員（以下、「従業員」という。）に信託を通じて自社の株

式を交付する取引を行っております。 

１．取引の概要 

当社は、2014年２月６日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動

性をより高め、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に当社の株式を給

付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度（以下、「本制度」という。）を導

入しております。 

本制度では、一定の要件を満たした従業員を株式給付の受益者として、当社が当社株式の取得資

金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は当社が予め定めた株式給付規程に基づき従業員

に対し将来給付する当社の株式を株式市場から予め定める取得期間中に取得いたします。当社は株

式給付規程に従い、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、従業員が受給権を取

得した時に、当該付与ポイントに相当する当社株式を信託が給付いたします。 

 

２．信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の

部に自己株式として計上しております。当該自己株式の当連結会計年度における帳簿価額は86百万

円、株式数は310千株であります。 
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（連結貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務  

(1) 担保に供している資産 建物 733百万円 

 土地 7,675百万円 

    合計 8,408百万円 

   

(2) 担保に係る債務 長期借入金(1年内返済分含む) 2,710百万円 

    合計 2,710百万円 

   

２．有形固定資産の減価償却累計額  24,687百万円 

 

 

（連結損益計算書に関する注記） 

減損損失 

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失額 

東京都杉並区 

東京都世田谷区 

自動車関連事業用設備 

（日産東京販売㈱ 店舗） 

建物及び構築物 14百万円 

リース資産 100百万円 

その他 0百万円 

計 115百万円 

東京都渋谷区 

東京都江東区 

情報システム関連事業用設備 

（東京日産コンピュータシステム㈱ 

本社及び事務所） 

建物及び構築物 8百万円 

その他 4百万円 

原状回復費用等 21百万円 

計 34百万円 

当社グループは、事業用資産については主に事業セグメントを基準に事業所ごとにグルーピング

を行っており、処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

自動車関連事業については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、資産グループの

固定資産簿価を全額回収できる可能性が低いと判断した２店舗について、当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額である115百万円を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により算定しておりますが、当該資産から得られる将

来キャッシュ・フローがマイナスのため零として評価しております。 

情報システム関連事業については、本社移転実施に伴う処分資産の帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額と原状回復費用等を合わせた34百万円を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当連結会計年度 

期首株式数(株) 
増加株式数(株) 減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

 普通株式 66,635,063 － － 66,635,063 

  合計 66,635,063 － － 66,635,063 

自己株式     

 普通株式 366,224 79,050 78,700 366,574 

  合計 366,224 79,050 78,700 366,574 

(注)１．普通株式の自己株式数には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する当社

株式（当連結会計年度期首310,300株、当連結会計年度末310,600株）が含まれております。  

２．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求による取得50株及び「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」

制度導入において設定した信託による取得79,000株であります。 

３．普通株式の自己株式数の減少は、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する

当社株式の給付によるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配 当 額 
基準日 効力発生日 

2021年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 266百万円 利益剰余金 4.0円 

2021年 

３月31日 

2021年 

６月25日 

(注) 2021年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において

設定した信託が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配 当 額 
基準日 効力発生日 

2022年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 532百万円 利益剰余金 8.0円 

2022年 

３月31日 

2022年 

６月24日 

(注) 2022年６月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において

設定した信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。 
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（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループの資金調達については、銀行を中心とした金融機関からの借入により行う方針

であります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証

券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており

ます。 

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金及び設

備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で約３年後であ

ります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の

調達を目的としたものであります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っており、ま

た、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

投資有価証券については、定期的に時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等の把握を

行っております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署及び連結子会社からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新する

とともに、手許流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。 

なお、市場価格のない株式等は次表には含まれておりません（(注)を参照してください。）。 

また、「現金及び預金」「買掛金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」及び流動負

債の「リース債務」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額

にほぼ等しいと考えられることから記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価  差額  

(1) 受取手形及び売掛金 4,236 4,236 △0 

(2) 投資有価証券    

   その他有価証券 3,157 3,157 － 

資産計 7,394 7,393 △0 

(1) リース債務(固定負債) 4,381 4,381 － 

(2) 長期借入金 3,300 3,278 △21 

負債計 7,681 7,659 △21 
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(注) 市場価格のない株式等  

（単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 1,117 

上記については、「(2) 投資有価証券」には含めておりません。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定し

た時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し

ております。 

 

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

区分 
時価  

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券     

  株式 3,157 － － 3,157 

資産計 3,157 － － 3,157 

 

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

区分 
時価  

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

受取手形及び売掛金 － 4,236 － 4,236 

資産計 － 4,236 － 4,236 

リース債務(固定負債) － 4,381 － 4,381 

長期借入金 － 3,278 － 3,278 

負債計 － 7,659 － 7,659 
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(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。 

受取手形及び売掛金 

これらの時価は一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスク

を加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

長期借入金及びリース債務 

これらの時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

 

（収益認識に関する注記） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 

その他 (注) 合計 自 動 車 

関連事業 

情報システム 

関 連 事 業 
計 

売上高      

 新車 65,475 － 65,475 － 65,475 

 中古車 27,896 － 27,896 － 27,896 

 整備 30,352 － 30,352 － 30,352 

 その他 7,809 6,486 14,295 － 14,295 

 顧客との契約から生じる収益  131,533 6,486 138,020 － 138,020 

 その他の収益 － － － 358 358 

 外部顧客への売上高 131,533 6,486 138,020 358 138,378 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業であります。 

 

２．収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に

関する注記等 ３.会計方針に関する事項 (4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。 

 

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

(1) 契約負債 

顧客との契約から生じた契約負債の残高は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度期首 当連結会計年度期末 

契約負債 5,531 6,431 

(注)１．契約負債は主に顧客からの前受金であります。 

２．当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、ほとんどすべて当連結会計年度の収益として認識して

おります。 

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格 

契約期間が１年を超えると予想される重要な契約がないため記載を省略しております。 
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（賃貸等不動産に関する注記） 

１．賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社では、主に東京都において賃貸用のビル（土地を含む。）を所有しております。 

 

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項 

（単位：百万円） 

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価 

1,749 1,886 

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定評価士による不動産鑑定評価書に

基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等

を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 703円87銭 

  

２．１株当たり当期純利益金額 31円67銭 

(注) 株主資本において自己株式に計上されている「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」に残存する自社の株式は、１

株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、ま

た、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。 

なお、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の当連結会計年度における期中平均株

式数は262千株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の当連結会計年度末の株式

数は310千株であります。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 

（その他の注記） 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

－ 12 －



個 別 注 記 表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式･･･････････総平均法による原価法 

② その他有価証券  

市場価格のない株式等以外のもの･･･････時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定） 

  市場価格のない株式等･････････････････総平均法による原価法 

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法･･･時価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物（その附属設備を含む）及び構築物については主として定額法、その他の有形固定資産に

ついては定率法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

主として定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(4) 長期前払費用 

主として均等償却を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

退任時の株価に連動し退任時に支給する株価連動型報酬制度の規程に基づく将来の支給見込

額を計上しております。 

(4) 関係会社投資等損失引当金 

関係会社への投資、債権額及び債権額を超える債務超過額に係る損失に備えるため、関係会社

の財政状態を勘案して計上しております。 
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４．収益及び費用の計上基準 

当社は、主に子会社からの経営管理料について顧客との契約から生じる収益を認識しており、当

該履行義務は、子会社との契約期間にわたり契約内容に応じた均一のサービスを提供するものであ

るため、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。 

なお、賃貸収入及び配当金等については、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用） 

当社は翌事業年度の期首より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなりま

す。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設された

グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直し

が行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計

の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税

効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44

項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基

づいております。 

なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法

人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場

合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する

予定であります。 

 

 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し

た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお

ります。 

なお、収益認識会計基準等の適用による損益及び利益剰余金期首残高に与える影響はありません。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計

基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従

って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これにより、その他有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末決算日前１ヶ月の市場

価格の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末決算日の市場価格に基

づく時価法に変更しております。 

なお、計算書類に与える影響は軽微であります。 
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（追加情報） 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、当社従業員及びグループ会社従業員（以下、「従業員」という。）に信託を通じて自社の

株式を交付する取引を行っております。 

１．取引の概要 

当社は、2014年２月６日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動

性をより高め、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に当社の株式を給

付するインセンティブ・プラン「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度（以下、「本制度」という。）を導

入しております。 

本制度では、一定の要件を満たした従業員を株式給付の受益者として、当社が当社株式の取得資

金を拠出することにより信託を設定し、当該信託は当社が予め定めた株式給付規程に基づき従業員

に対し将来給付する当社の株式を株式市場から予め定める取得期間中に取得いたします。当社は株

式給付規程に従い、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、従業員が受給権を取

得した時に、当該付与ポイントに相当する当社株式を信託が給付いたします。 

 

２．信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産

の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の当事業年度における帳簿価額は86百万円、

株式数は310千株であります。 
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（貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務  

(1) 担保に供している資産 建物 733百万円 

 土地 7,675百万円 

    合計 8,408百万円 

   

(2) 担保に係る債務 長期借入金(1年内返済分含む) 2,710百万円 

    合計 2,710百万円 

   

２．有形固定資産の減価償却累計額  16,175百万円 

   

３．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く）  

 短期金銭債権  918百万円 

 短期金銭債務  28,518百万円 

 長期金銭債務  3,802百万円 

 

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引  

営業取引による取引高  

売上高 7,376百万円 

仕入高 2,882百万円 

営業取引以外の取引による取引高  

受取利息 5百万円 

支払利息 86百万円 

 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数(株) 
増加株式数(株) 減少株式数(株) 

当事業年度末 

株式数(株) 

普通株式 366,224 79,050 78,700 366,574 

合計 366,224 79,050 78,700 366,574 

(注)１．普通株式の自己株式数には、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する当社株

式（当事業年度期首310,300株、当事業年度末310,600株）が含まれております。  

２．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求による取得50株及び「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」

制度導入において設定した信託による取得79,000株であります。 

３．普通株式の自己株式数の減少は、「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度において設定した信託が保有する当

社株式の給付によるものであります。 
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（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  

繰延税金資産  

未払事業税 10百万円 

関係会社投資等損失引当金 354百万円 

関係会社株式評価損 1,852百万円 

有価証券等評価損 10百万円 

資産除去債務 92百万円 

税務上の繰越欠損金 147百万円 

その他 55百万円 

繰延税金資産小計 2,524百万円 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △147百万円 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,359百万円 

評価性引当額小計 △2,506百万円 

繰延税金資産合計 17百万円 

繰延税金負債との相殺 △17百万円 

繰延税金資産の純額 － 

  

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 △91百万円 

その他有価証券評価差額金 △733百万円 

その他 △13百万円 

繰延税金負債合計 △838百万円 

繰延税金資産との相殺 17百万円 

繰延税金負債の純額 △821百万円 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社及び法人主要株主等 

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の 

所 有 割 合 

関連当事者 

と の 関 係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

主要株主 

(法人) 

日産ネットワ

ークホールデ

ィングス㈱ 

被所有 

直接34.0％ 

不動産の 

賃 借 等 

土地の取得 (注)２ 489 － － 

リース資産の取得 (注)３ 36 － － 

リース債務の返済 292 リース債務 4,091 

支払利息 85 － － 

維持管理費等 251 － － 

支払賃借料 (注)４ 1,648 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  ２．土地の取得については、市場価格等を勘案し交渉の上、決定しております。  

３．リース資産の取得については、売買取引に係る方法に準じたファイナンス・リース取引によるリース資産

の当事業年度における取得価額を記載しております。 

４．支払賃借料については、日産ネットワークホールディングス㈱の提示する、他の日産系販売会社と同等の

取引条件によっております。 

 

２．子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等の 

所 有 割 合 

関連当事者 

と の 関 係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 日産東京販売㈱ 100.0％ 
不動産の 

賃 貸 等 

受取賃借料等 (注)２ 4,212 売掛金 50 

受取配当金 (注)４ 1,429 － － 

余剰資金の預り (注)３ 7,068 預り金 26,455 

利息の支払 (注)３ 0 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．受取賃借料については、近隣の地代、取引実勢に基づいて一般の取引条件を基準に協議しております。 

３．余剰資金の預りは、主にグループ内の資金の効率化を図るためのキャッシュ・マネジメント･システムに係

るものであり、利率は調達金利を勘案して合理的に決定しております。なお、取引金額は純増減額を記載

しております。 

４．受取配当金については、子会社の財政状態等を勘案し決定しております。 
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（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 433円77銭 

  

２．１株当たり当期純利益金額 18円36銭 

(注) 株主資本において自己株式に計上されている「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」に残存する自社の株式は、

１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、

また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。 

なお、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の当事業年度における期中平均株式

数は262千株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の当事業年度末の株式数は

310千株であります。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 

（その他の注記） 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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